
2月医療安全管理室ニュース 

           2023年 2月 8日 あおもり協立病院 医療安全管理室  

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。 

「3月 1日よりインシデントレポートに                                         

麻薬事故レベルの記載を開始します」 

最近当院であった麻薬に関するインシデントの紹介 

 

①レスキュー希望あり、麻薬金庫から薬剤を取り出し右手に渡したが、布団に転がり落ち

た。捜索するがすぐには見つからず、2 時間後バイタル測定時に採血後の酒精綿を止め

ているテープにくっついているのを発見した。（紛失になるところだった） 

②定時のフェントステープを交換しようと金庫を開けて在庫確認すると、過去 2日分の麻

薬伝票にサインがなく、フェントステープが残ったままになっているのを発見。（未投薬） 

 

麻薬を無くした！こぼした！忘れた！ どうしよう(;´Д｀)・・・ 

慌てないで！！！ 

麻薬事故の際は「麻薬事故処理手順」に沿って行動しましょう 

（サイボウズ→医薬品安全使用のための業務手順書→巻末資料にあり） 

 

次にインシデントレポートの記載です  New！ 

 

概要の最初に麻薬事故レベルを記載します 

次ページへすすむ 



麻薬事故は保健所への対応が必要です。麻薬事故のレベルに応じて速やかに対応できる

よう、インシデントレポートへの記載を開始します。ご協力よろしくお願いします。 

 

麻薬事故レベル 

（麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法） 

（1） 麻薬取扱いに関する事故の内容に応じて、そのレベルを次のように設定する。 

向精神薬の第１種 第２種は、麻薬事故レベルに準じる。 

第 1 種（リタリン錠、コンサータ錠） 

第２種（フルニトラゼパム錠、レペタン注、ソセゴン注、レペタン坐剤） 

覚醒剤原料（エフピーOD 錠）も麻薬事故レベルに準じる。 

事故レベル 内容 保健所への対応（麻薬の場合） 

レベル A 与薬時の錠剤落下、散剤落下等で

回収可の分 

調剤済麻薬廃棄届 

レベル B 注射の誤調整、水剤誤調剤 

調剤時の錠剤落下、散剤落下等で

回収可の分  

麻薬廃棄届提出後保健所立会で

廃棄し廃棄完了報告書を提出 

レベル C 過量投与  過少投与  無投薬 

滅失（破損、流出、蒸発、焼失） 

誤投与は保健所の判断を仰ぐ 

滅失は麻薬事故届 

（職責者：経過報告書） 

レベル D 患者誤認 盗取 所在不明（錠剤

落下等で回収不可を含む） 

麻薬事故届 

（職責者：経過報告書） 

【滅失】とは麻薬その物理的に存在を失う事をいう。 

 例えば麻薬を床に落とし飛散させた場合やアンプルを床に落とし、麻薬水溶液が回収不可能となった場合。 

【盗取】とは麻薬が盗難された場合をいう。警察署にも届け出が必要。 

【所在不明】とは紛失、亡失等麻薬の所在を見失う場合をいう。 

（2） 医師の診療について 

投与中の患者に医師の指示通りの投与が行われなかった場合は、医師が診察を行い診療録に記載する。 

（3） 医療安全部門、麻薬管理者への報告体制について 

【麻薬事故レベル A】 該当麻薬を麻薬管理者に速やかに返却すること。 

【麻薬事故レベル B】 該当麻薬を麻薬管理者に速やかに返却すること。保健所立会の前に勝手に廃棄した場

合は【麻薬事故レベル D】になり、保健所の調査対象となる。また、注射の濃度に関する誤調整は流量変更等

で使用が可能となり廃棄の必要がない場合があるので医師、薬剤師に速やかに連絡すること。 

【麻薬事故レベル C】 医療安全管理者・麻薬管理者に速やかに報告すること。滅失は保健所への麻薬事故届

が必要、誤投与は保健所の指示を仰ぐ。保健所の調査がはいる場合がある。 

【麻薬事故レベル D】 医療安全管理者・麻薬管理者に速やかに報告すること。保健所への麻薬事故届が必要

であり、保健所の調査がはいる。 

（4） 「麻薬事故レベル」報告について 

「医療事故等のレベル」と並行して設定する。記録については「インシデントアクシデントレポート」を活用

する。インシデントレポート【概要】の記載事項の最初に「麻薬事故レベル A～D」を明記する。 

 

サイボウズ→医薬品安全使用のための業務手順書→巻末資料に 

「麻薬事故レベル」を追加しました。 


